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「年収の壁」一部見直しPart.63

扶養の範囲内でパートやアルバイトで働く際に皆さんの頭
を悩ませるのが、「年収の壁」ですね。
理由はそこを超えることにより、税金や保険料の負担が増え
るからです。
この「年収の壁」の壁の中でも「１０３万円の壁」と「１３０万
円の壁」を良く見聞きされるのではないでしょうか。

「せっかく働いたのに、逆に手取りが少なくなってしまった」
何て言うことにならないように皆さんは考えておられるこ
とでしょう。
まずはそれぞれの年収にかかる税や社会保険の負担をまと
めてみましたので、左の表をご覧ください。

 

【年収による税や社会保険の負担】

毎年毎年この夏１番の暑さ！と報道されることに慣れてしまった感のあった夏。実は今年の夏は１８９８年の統計
開始以降で最も暑い夏だったそうです。
そんな夏も無事に越して、待ちに待った穏やかな秋がやってきました。
酷暑でダメになった寄せ植えや花の植え替えをしながら、深まる秋を楽しみたいと思います。

さて皆さんもすでにニュースで大きく取り上げられているのでご存知の事と思いますが、政府は複数ある「年収の
壁」のうち一部を見直すと発表しましたので、今回はこの件についてお話いたします。

「年収の壁」１３０万円を超えても

２年連続まで扶養OKに！

令和５年１０月から
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具体的には、「106 万円の壁」について、年収がおおむね 125 万円を超えると手取りが増え始めるため、その水準ま

で手当を支給したり、賃上げを行ったりした企業に対し、従業員 1人あたり最大で 50 万円を助成するとしています。

また従業員が 100 人以下の企業や、業種により、厚生年金の適用対象になっていない職場で働く人は、年収が 130

万円を超えると扶養を外れ、国民年金や国民健康保険の保険料を支払うようになりますが、国民年金の制度上、将

来受け取ることができる年金額は、自身で支払っていない時と変わりません。これが「130 万円の壁」と呼ばれて

いるものです。

このため、今回の対策では、130 万円を超えても、一時的な増収であれば、連続して 2 年までは扶養にとどまれる

ようにする方向で調整が進められています。

そもそも最低賃金の大幅な引き上げが続くなか、パートタイムで働く人たちなどが年収を配偶者の扶養の範囲内に

収めようと、働く時間を減らす「就業調整」を行うことが、企業の人手不足を加速させているといのは、以前から

の周知の事実。そこへきて人材不足が問題となっているので、今回の政府の政策は一見理にかなっているようには

見えるものの、そもそも年収の壁が今の時代に合わなくなっているわけですから、期限付きの対策ではなく、人手

不足と所得倍増はしかるべき速やかに対策していただきたいものですね。

 

 


